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総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会 

省エネルギー小委員会 自動車判断基準ワーキンググループ 

交通政策審議会 陸上交通分科会 自動車部会 自動車燃料基準小委員会 

合同会議（第１回） 

議事録 

 

日時 平成２６年５月２９日（木）１３：００～１５：０３ 

場所 経済産業省別館３階 ３１２各省庁共用会議室 

議題 

 ①議事の取扱い等について 

 ②総合資源エネルギー調査会省エネルギー・新エネルギー分科会省エネルギー小委員会自動車

判断基準ワーキンググループ・交通政策審議会陸上交通分科会自動車部会自動車燃費基準小

委員会 合同会議における検討について 

 ③燃費規制に関する小型貨物自動車の現状等について 

 ④自動車製造事業者団体による小型貨物自動車の現状説明について 

 ⑤対象範囲について 

 ⑥エネルギー消費効率及び測定方法について 

 ⑦達成判定方法について 

 ⑧表示事項等について 

 ⑨第２回審議における主な論点等について 

 ⑩その他 

 

１．開会 

 

○畑下課長補佐 

 定刻になりましたので、ただいまから総合資源エネルギー調査会省エネルギー・新エネルギー

分科会省エネルギー小委員会自動車判断基準ワーキンググループ・交通政策審議会陸上交通分科

会自動車部会自動車燃費基準小委員会第１回合同会議を開催させていただきます。 

 私は、事務局を務めさせていただきます、資源エネルギー庁省エネルギー対策課の畑下でござ

います。よろしくお願いいたします。 

 昨年７月１日をもちまして当省において審議会の見直しがあり、従来の省エネルギー基準部会
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と省エネルギー部会を統合の上、省エネルギー・新エネルギー分科会省エネルギー小委員会に見

直すとともに、従来の自動車判断基準小委員会は、自動車判断基準ワーキンググループに名称を

変更いたしましたので、御報告いたします。 

 なお、本ワーキンググループの開催については、本ワーキンググループが設置されている省エ

ネルギー小委員会の中上委員長に事前に御了承をいただいております。 

 それでは、まず初めに、省エネルギー対策課長の福田より、一言御挨拶させていただきます。 

○福田省エネルギー対策課長 

 皆さん、こんにちは。ただいま御紹介にあずかりました、経済産業省資源エネルギー庁省エネ

ルギー対策課長の福田でございます。 

 非常に長い名前のこの合同会議になっておりますけれども、国交省さんと私どもで合同でこの

自動車の燃費というのはチェックをしておりまして、そういう関係での合同で審議をしていると

いうことになっております。 

 我が国の最終エネルギー消費の状況を見ますと、オイルショック後、急速に省エネというのは

進んだんですけれども、それでも全体のエネルギー消費量は1.3倍になっております。ただ、そ

の中でもその1.3倍、全体を上回る勢いで、この運輸部門のエネルギーというのは1.8倍で伸びて

おりまして、後ほどまた資料でも御説明がありますけれども、そういう意味で、工場それからオ

フィス、家庭、こういったところと並んで、この運輸部門の省エネルギーというのは非常に重要

でございます。 

 この運輸部門の中を見ますと、特に自動車というのが８割ぐらい占めておりまして、この部門

の対策というのは重要だということになっております。 

 この自動車のところ、特に省エネ法に基づきますトップランナー制度という、本日議論いただ

くもので、どんどん燃費を向上していただこうということで、これを一つの糧として政策を進め

ているわけでございますけれども、直近ですと、99年に乗用自動車、貨物自動車が対象になって

このトップランナー制度が始まりました。2011年になりますけれども12月に、乗用自動車のほう

は2020年を目標とする新しい基準というのはもうできております。その際この今日議論いただく

小型貨物自動車もどうしようかということになったんですが、その時点でまだ、その時点での目

標である2015年度の達成が見込めないということでしたが、この度、どうやら見込めそうだとい

うことになりましたので、検討を始めたいということでございます。 

 皆さん御存じかもしれませんが昨月、4月11日にようやく、議論してまいりましたエネルギー

基本計画というのがまとまりました。数値目標がまだできていないとか、いろいろと御批判もあ

るところですが、この中ではそれまでの政府の案のときには後ろのほうにあった省エネというの
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を前面に打ち出しまして、その具体的なメニューの中にはこの自動車の燃費の向上というのがう

たわれております。 

 省エネというのは、お隣の新エネ・再生可能エネルギーとはまた違いまして、非常にきめ細か

な積み重ね、これでできるものだと思います。そういう中で、このトップランナー制度の中で基

準をしっかり見直していくというのは非常に重要な取り組みだと思いますので、どうぞ本日の審

議、これから何回か続きますけれども、積極的な御意見いただければと思います。 

 以上、私からの御挨拶とさせていただきます。 

 どうぞ本日はよろしくお願いします。 

○畑下課長補佐 

 続きまして、国土交通省自動車局環境政策課の板崎課長より、一言御挨拶させていただきます。 

○板崎環境政策課長 

 国土交通省自動車局環境政策課長の板崎と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 この検討会は経済産業省と国土交通省、共同で実施していくということでございまして、我々

力を合わせながらこの会議の事務局を務めさせていただきたいというふうに思っております。 

 先ほど課長からもお話がありましたように、日本の二酸化炭素排出量のうち、運輸部門から、

国全体の2割弱、18％ほどを出していまして、そのうちの9割弱が自動車から出ております。した

がいまして、運輸部門の省エネ対策、ＣＯ２対策となりますと、やはり自動車が大宗を占めると

いうことになっております。 

 一般的に車の数で見ますと乗用車が大半で、多くが乗用車から出ているかと、こういうふうに

も思いますが、実は貨物車から出ているものもかなり多くて３割強、４割弱ぐらいが貨物車から

出ているということですので、貨物車からのこの対策も非常に重要だというふうに認識しており

ます。 

 今回は、中・小型の貨物車ということでございますので、路線トラックのように大きなものと

はまた違いますけれども、その中・小型の部分でも大体その10％ぐらいが中・小型のトラックか

らＣＯ２が出ているということでございますので、こちらについてもより良くしていくというこ

とが非常に重要だと思っています。 

 我々といたしましては、この燃費基準を作ることによりまして、メーカーさんの開発力が非常

に進み、非常にいいペースで自動車の燃費、それからＣＯ２の削減、こういったものが進んでい

っている過去の実績があると思っておりますし、今回改めまして新たな目標を作ることによりま

して、そのトレンドをうまく伸ばしながら、より良い車が出ていくように努力していきたいとい

うふうに思いますので、どうぞ先生方におかれましては是非、それぞれのお立場、それからまた
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高い見識をお持ちの方々ばかりですので、是非御忌憚のない御意見をいただきながら、良い報告

書を作っていけるように頑張っていきたいというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いい

たします。 

○畑下課長補佐 

 続きまして、お手元の資料の確認をさせていただきます。 

 配布資料一覧、議事次第、委員名簿、座席表、資料１～９、一番最後に参考資料を付けており

ます。もし不足等がありましたら、会議の途中でも構いませんのでお知らせいただければと思い

ます。 

 続きまして、合同会議のうち、ワーキンググループの座長の選任については、総合資源エネル

ギー調査会運営規程の規定により、小委員会の委員長が指名することとなっております。本ワー

キンググループの座長につきましては、既に中上委員長の御指名により、本ワーキンググループ

の前身の自動車判断基準小委員会の委員長をお願いしておりました早稲田大学理工学術院の大聖

教授に引き続きお引き受けいただいております。 

 また、委員長の選任については、交通政策審議会陸上交通分科会運営規程の規定により、陸上

交通分科会自動車部会長が指名することとなっております。本小委員会の委員長につきましては、

既に大聖部会長の御指名により、大聖教授に引き続きお引き受けいただいております。 

 それでは、大聖座長兼委員長から一言御挨拶をお願いしたいと思います。よろしくお願いいた

します。 

○大聖座長 

 御指名にあずかりました大聖でございます。皆様におかれましては御多用のところ、この委員

会に御参加いただきましてありがとうございます。是非皆様方の専門性を生かして審議を進めて

まいりたいと思いますので、いろいろと御意見、注文をどしどしお出しいただいて、世界をリー

ドする基準にしてまいりたいというふうに思っております。 

 私ども先般、2020年度の乗用車用の燃費を決めたところでございますけれども、その際に企業

平均燃費という新しい考え方を導入しております。そういう考え方も、こういった小型貨物に適

用できるかどうかということも一つのポイントだろうと思います。また、いろんな車種もござい

ますので、それぞれの特徴をしっかり確認した上で進めてまいりたいと思いますので、どうぞ御

協力のほどよろしくお願いいたします。 

○畑下課長補佐 

 次に、委員の御紹介をさせていただきます。 

 委員の皆様につきましても、座長と同様、小委員会の委員長が指名することとなっており、既
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に中上委員長に御指名をいただいております。また、同様に、既に大聖部会長に御指名をいただ

いております。 

 本日は初回ですので、本来ですと皆様から一言ずつ御挨拶をいただくべきところですが、時間

の都合上、私から御紹介することとさせていただきます。 

 まず、大聖座長。 

○大聖座長 

 よろしくお願いします。 

○畑下課長補佐 

 青山委員。 

○青山委員 

 青山でございます。よろしくお願いいたします。 

○畑下課長補佐 

 木場委員は、今日御欠席となっております。 

 草鹿委員。 

○草鹿委員 

 草鹿です。よろしくお願いします。 

○畑下課長補佐 

 後藤委員 

○後藤委員 

 後藤です。よろしくお願いいたします。 

○畑下課長補佐 

 塩路委員。 

○塩路委員 

 塩路です。よろしくお願いいたします。 

○畑下課長補佐 

 竹岡委員。 

○竹岡委員 

 竹岡と申します。よろしくお願いします。 

○畑下課長補佐 

 近久委員。 

○近久委員 
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 近久でございます。よろしくお願いします。 

○畑下課長補佐 

 永井委員は、今日御欠席となっております。 

 続きまして、オブザーバーの御紹介をさせていただきます。 

 玉野オブザーバー。 

○玉野オブザーバー 

 玉野でございます。よろしくお願いします。 

○畑下課長補佐 

 高橋オブザーバー。 

○高橋オブザーバー 

 高橋でございます。よろしくお願いします。 

○畑下課長補佐 

 播磨オブザーバー。 

○播磨オブザーバー 

 播磨でございます。よろしくお願いいたします。 

○畑下課長補佐 

 荻原オブザーバー。 

○荻原オブザーバー 

 荻原でございます。よろしくお願いします。 

○畑下課長補佐 

 永田オブザーバー。 

○永田オブザーバー（代理：土井） 

 代理の土井でございます。よろしくお願いします。 

○畑下課長補佐 

 今日は代理で御出席いただいております。 

 なお、オブザーバーの皆様につきましても、議論に御参加いただきたいと思っておりますので、

よろしくお願いいたします。 

 それでは、ここからの議事進行につきましては、大聖座長兼委員長にお願いしたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

 

２．議事 
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議題１ 議事の取扱い等について 

議題２ 総合資源エネルギー調査会省エネルギー・新エネルギー分科会省エネルギー小委員会自

動車判断基準ワーキンググループ・交通政策審議会陸上交通分科会自動車部会自動車燃

費基準小委員会 合同会議における検討について 

 

○大聖座長 

 それでは早速、議事に入りたいと思います。 

 初めに議題の１「議事の取扱い等について」、さらに議題の２でありますが、本合同会議にお

ける検討についてということに関しまして、事務局から御説明をお願いします。 

 

資料１ 議事の取扱い等について（案） 

○畑下課長補佐 

 それでは、資料１につきまして御説明いたします。 

 本合同会議は、原則として公開する。配布資料は、原則として公開する。議事要旨については、

原則として会議終了後１週間以内に作成し、公開する。議事録については、原則として会議終了

後１カ月以内に作成し、公開する。個別の事情に応じて、会議又は資料を非公開にするかどうか

については、座長兼委員長の判断によるものとする、ということになっております。 

 続きまして、資料２のほうに移りたいと思います。 

 

資料２ 総合資源エネルギー調査会省エネルギー・新エネルギー分科会省エネルギー小委員会自

動車判断基準ワーキンググループ・交通政策審議会陸上交通分科会自動車部会自動車燃

費基準小委員会 合同会議における検討について（案） 

１．合同会議の開催に向けた現状 

（１）自動車の燃費基準の現状 

 自動車については省エネ及びＣＯ２削減対策を推進するため、「エネルギーの使用の合理化等

に関する法律」（いわゆる省エネ法）に基づき、1999年に乗用自動車及び貨物自動車を対象とし

てトップランナー方式による燃費基準を導入しました。 

 最近では、乗用自動車につきましては、2020年度を目標年度とする新たな燃費基準を2011年12

月に策定しましたが、小型貨物自動車につきましては、2007年3月に策定した2015年度を目標年

度とする燃費基準の達成の見通しが立っていなかったことから、新たに燃費基準を策定すること

ができなかったところです。 
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 今般、2015年度燃費基準達成が見込まれる状況となりましたことから、新たな燃費基準を策定

することを検討したいと考えております。 

（２）我が国のエネルギー消費の現状 

 2012年度の我が国の最終エネルギー消費は、1973年度の1.3倍の増加にとどまっていますが、

一方で、運輸部門のエネルギー消費量は1.8倍に増加しております。全体としましては23.1％を

占めているといった状態になっております。一方、運輸部門のエネルギー消費構成は、旅客部門

が62.6％、貨物部門が37.4％となっております。そのうち、貨物部門のエネルギー消費量は、

1990年代までは増加傾向にありましたが、近年は減少傾向にあります。 

 なお、貨物部門全体のエネルギー消費量のうち、貨物自動車は全体の８割以上を占めておりま

す。こちらは後ほど資料３におきまして詳細に御説明したいと思います。 

（３）小型貨物自動車のＣＯ２排出の現状 

 2012年度の我が国の温室効果ガスの総排出量は、火力発電に伴うＣＯ２排出量の増加等により、

前年度比2.8％の増加となっております。自動車からのＣＯ２排出量は近年減少傾向にあります

が、我が国のＣＯ２排出量全体の約16％と、その占める割合は多いです。また、小型貨物自動車

からのＣＯ２排出量においては減少傾向にありますが、自動車全体の約10％程度を占め、一定の

割合で推移しております。 

（４）小型貨物自動車の燃費基準値の現状 

 小型貨物自動車の燃費値は、自動車メーカーの積極的な取組及び優遇税制等の効果もあり、着

実に改善が図られ、2015年度燃費基準に対して2012年度に出荷された新車の平均燃費が約97％に

達しており、現時点で基準達成が見込まれております。また、2014年4月に策定された新たなエ

ネルギー基本計画において、運輸部門については、自動車に係るエネルギーの消費量がその大部

分を占めており、その省エネルギー化が重要であることが盛り込まれており、エネルギー政策や

地球温暖化対策の観点から、より一層の燃費改善を促進することが必要となっております。 

２．合同会議の審議内容 

 上記１．を踏まえ、経済産業省及び国土交通省において、学識経験者等から構成する合同会議

を開催し、小型貨物自動車の2015年度以降の新たな燃費基準の策定等について、以下のとおり検

討を行うこととしたいと思います。以上です。 

○大聖座長 

 御説明ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの御説明に対して、御意見あるいは御質問ございましたら、御自由に御発

言ください。 
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 御発言の場合には、このネームプレートを立てていただけるとありがたいんですが、そのよう

にお願いいたします。 

 いかがでしょうか。 

 議事の取扱い、それから本合同会議における検討についてということで御説明いただいたわけ

ですが、御意見がなければ、このように御了承をいただいたということにさせていただいて、次

にまいります。 

（異議なし） 

 

議題３ 燃費規制に関する小型貨物自動車の現状等について 

 

○大聖座長 

 議題３でありますが、燃費規制に関する小型貨物自動車の現状等について、事務局のほうから

資料３を使って御説明ください。 

 

資料３ 燃費規制に関する小型貨物自動車の現状等について 

○盛田課長補佐 

 それでは、資料３に基づきまして私、盛田のほうから御説明をさせていただきます。 

１．エネルギー消費の現状 

 資料３おめくりをいただきまして、まずエネルギー消費の現状というものを御覧いただきたい

と思います。 

 こちらは実質ＧＤＰの増加について折れ線グラフで記載をしてございまして、こちらは1973年

に比べまして2.4倍ということでふえてきておりますけれども、それに対して各部門のエネルギ

ー消費量がどういうふうになっているかというのを棒グラフで示してございます。 

 こちらを御覧いただきますと、右側のほうに棒グラフで示してございますが、運輸部門のほう

では1.8倍の伸びになっているというような状況になってございまして、一方で一番下に産業部

門ございますけれども、こちらは0.8倍というような状況でございますので、産業部門、工場等

からの排出に比べると運輸部門はまだちょっと増加が多いのかなと。一般の民生部門は2倍以上

の増加になってございますので、そこよりは努力しておるんですけれども、産業部門と比べると

ちょっと増加しているというような状況になってございます。 

 続いて、おめくりいただきまして4ページ目、運輸部門のエネルギー消費構成ということで、

消費構成の旅客部門と貨物部門の比率でございます。貨物部門については2012年度では37.4％、
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旅客部門では62.6％を占めるというような割合になってございます。 

 続きまして、5ページのほうでエネルギー消費状況ということで、貨物部門のうち、どの交通

のものがどのような割合を占めているかということでございまして、これは棒グラフの青い部分

でございますけれども、貨物自動車がずっと8割以上を占めるような状況が続いているというこ

とが御覧いただけると思います。 

 続いてのグラフのページにまいりたいと思います。 

２．二酸化炭素排出量の現状 

 二酸化炭素排出量の現状ということで、こうしたものを二酸化炭素の面から見るとどうかとい

うことでございます。 

 まず、左側の円グラフでございますけれども、日本全体のＣＯ２排出量に占める運輸部門の割

合について記載をしてございまして、運輸部門からは2億2,600万トンが出てございます。その運

輸部門のうちのさらに内訳について、右側の棒グラフで記載をしてございまして、そのうちの自

家用乗用車が占める割合が半数となっておりまして50.2％を占めると、それ以外で大きいものと

して自家用貨物車、営業用貨物車というものがございまして、それ以外にもバス、タクシー等が

続いているというような状況になってございます。 

 続いて、おめくりいただけますでしょうか。 

 そうした各部門における二酸化炭素排出量について、経年の推移で表したものでございまして、

運輸部門というのが真ん中のほうに青いバツの印で記載をしてございますけれども、1990年から

見ますと、2001年頃まではちょっと増加をしてきているんですけれども、2001年以降はだんだん

減少の傾向になってきているという傾向を御覧いただけると思います。 

 それから、次のスライドでございますけれども、運輸部門における二酸化炭素排出量の推移と

いうことで先ほどのもの、この自家用乗用、その他輸送機関、貨物自動車の各セクターについて

経年の推移を示してございます。貨物自動車の部分については1996年にピークがきまして、そこ

から減少に転じておりますけれども、自家用乗用車も含めた全てで見ますと2001年にピークがき

まして、そこから減少に転じているというような傾向となってございます。 

 続いてのグラフ御覧いただきまして、それらのうちの小型貨物自動車の占める割合について記

載をしてございます。 

 まず、青い線で書いてあるほうが自動車全体に占めるＣＯ２排出量の割合ということでござい

まして、これはおおむね10％程度で推移をしているということでございまして、赤字が排出量に

なっているんですけれども、排出量としては減少傾向にありますけれども、大体占める割合とし

ては同じような値で推移をしていっていると、全体の傾向に沿った形で排出の量の削減が進んで
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きているということになると思います。 

３．出荷台数の推移 

 続いて３．出荷台数の推移でございます。 

 12ページのスライドを御覧いただきたいと思います。出荷台数実績でございます。 

 平成24年度の出荷台数に占める小型貨物自動車の割合ということで、こちら11％を占めてござ

います。大体ＣＯ２が占める割合と同程度の割合を出荷台数も占めているというようなことにな

ります。 

 それから、ちょっと下のほうの表で、小型貨物自動車とここで言っているものについて定義を

御確認させていただきますと、車両総重量3.5トン以下ということの貨物自動車ということで定

義をしてございます。 

 続いて、2015年度燃費基準において、現行の2015年度までに達成をしなければいけない基準に

ついて、どういった区分を設けて燃費基準を設定しているかということを記載してございます。 

 この各種別、燃料、車両構造、変速方式、重量区分、それぞれについて区分を分けてございま

す。種別については軽貨物自動車、軽量貨物自動車、中量貨物自動車というふうに分かれており

まして、軽貨物というのはまさに軽自動車に該当するもので、軽量貨物と中量貨物というのは車

両総重量で分けてございまして、1.7トン以下のものと、1.7トン超3.5トン以下のものというふ

うに分かれてございます。 

 そうした種別それぞれにつきまして、燃料についてはその一番下の中量貨物というものではデ

ィーゼル、揮発油と軽油で分かれてございます。 

 その次の車両構造につきましては、軽貨物で構造Ａというもの、構造Ｂというもので、構造Ａ

は乗用車派生で、構造Ｂはそれ以外のバンであったりトラックであったりというものを示してご

ざいますが、そういったものということで２種類に分かれている。それから一番下の中量貨物の

部分では構造Ａ、構造ＢのうちＢ１バン型のもの、Ｂ２トラック型のものということで、３つに

分かれているということでございます。 

 続いて、その次に変速方式というものがございまして、マニュアルトランスミッションのもの

とオートマティックトランスミッションのもので、それぞれまた別の区分を設けておりまして、

またそのそれぞれにつきまして重量区分ごとに分けるというようなことをしてございます。 

 次のスライドを御覧いただきまして、今ちょっと構造Ａ、構造Ｂというようなことで区分がご

ざいますということを申し上げましたけれども、具体的なイメージを御覧いただくために、ちょ

っとこういうもので示してございますけれども、構造Ａというのが写真を御覧いただけるとわか

るように、乗用車に近いようなもの。構造Ｂというものではバンとトラックが基本入ってござい
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まして、軽ではバンとトラックが同じ区分に、中量貨物においてはバンとトラックはそれぞれ区

分を分けているということが御覧いただけると思います。 

 続いてのページでございます。各区分に応じて、それぞれの出荷台数の内訳を記載してござい

ます。ここでちょっと御覧いただきたいのは、軽の構造Ｂという部分の占める割合が非常に大き

いというところでございますけれども、実際その65％を占める割合が軽貨物というふうになって

ございます。 

 続いてのページを御覧いただけますでしょうか。 

 これは各区分別の出荷台数の推移について示してございまして、経年で御覧いただいても、そ

の区分別の出荷台数はそれほど構成が変わっていないというのが御覧いただけると思います。 

３．燃費基準の達成状況 

 続いて３．燃費基準の達成状況について、御説明させていただきます。 

 18ページでございます、燃費基準の策定の経緯ということで、これまでトップランナー基準導

入後の燃費基準の策定状況でございますけれども、まず小型貨物のガソリン燃料のものについて

は2010年を目標にするもの。それから、ディーゼルを燃料にするものについては2005年を目標に

するものが策定をされてございました。その後、ガソリン、ディーゼルともに2015年を目標にす

るものが策定をされたということでございます。こちらが現状の、次に達成すべき目標というふ

うになっているところでございます。 

 そちらの2015年度燃費基準についての値がどうなっているかというものが、次の19枚目のスラ

イドになります。 

 先ほど区分を細かく御説明をさせていただきましたが、それぞれの自動車の種別ごとに、また

構造Ａ、構造Ｂという構造ごと、それからその構造の中でもマニュアルのもの、オートマのもの

ということで、それぞれ別に燃費基準が設けられているというような形になってございます。 

 続いてが、各構造等別の燃費基準達成の現状について記載をしてございます。 

 まず、20ページでございます。こちらは、まず上の段が軽貨物の構造Ａのもの、左側がＭＴ、

右側がＡＴでございます。こちらについては構造Ａということで自動車、乗用車派生ということ

で燃費基準の改善も進んでおりまして、達成率それぞれ100％、106％というふうになってござい

ます。 

 それから、下が軽貨物の構造Ｂということで、いわゆる軽トラのようなものでございますけれ

ども、こちらはちょっと苦戦をしておりまして、燃費基準に対してマニュアルのもので達成率

90％、オートマのもので達成率97％というふうになっております。 

 続いて、軽量貨物の達成状況でございます。こちらも苦戦をしてございまして、ＭＴ、ＡＴと
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もに88％というような状況になっております。 

 続いて22ページでございますけれども、中量の貨物自動車になってございます。ガソリンのう

ち構造ＡのものについてはＡＴだけ実績がございまして、達成率107％。 

 それから、次のページを御覧いただきまして、中量の構造Ｂ１とＢ２でございます。こちらに

ついても基準は既に達成をしているというような状況になってございます。 

 一番最後、24ページが中量のディーゼルの貨物になってございます。こちらもそれぞれ構造Ｂ

１、Ｂ２のＭＴ、ＡＴについて記載をしてございますけれども、いずれも100％以上達成をして

いるというような状況でございます。 

４．欧米の規制動向 

 それで、４ポツで、欧米の規制動向について簡単に御説明させていただきます。 

 まず米国でございます。米国は燃費規制とＧＨＧ、温室効果ガスによる規制と２種類ございま

すけれども、まずこちらの26ページのほうが燃費規制になってございます。こちらは先ほどちょ

っと課長の御挨拶の中にもございましたＣＡＦＥの話がございます。２つ目の丸の規制内容のと

ころに書いてございますけれども、メーカーが販売する車両の平均燃費値が、メーカーの販売車

両に応じて決定される、ある一つの平均値以上であることということでございまして、基準値の

ところを御覧いただきますと、ＣＡＦＥの基準値はメーカーごとに、この全販売台数であるとか、

各車両、そのメーカーの販売する車両の持つ車両に対して設定される燃費目標値を計算によって

求めることで、各企業が達成すべき基準値が算出されるというふうになってございます。 

 米国の場合は、この車両の大きさとしてフットプリントというようなものを使ってございまし

て、ホイールベースとトレッドを掛け合わせることで決定をする、その車両の大きさで計算をす

るようになってございます。 

 続いてのスライドにいっていただきまして、今度は同じく米国の温室効果ガスの規制のほうで

ございます。こちらのほうも同じようにメーカーごとに平均のＣＯ２排出量で基準値を設けてご

ざいます。こちらは各車両の販売台数と各車両の目標とするべきＣＯ２目標値を掛け合わせたも

のでもって、各メーカーが達成すべきＣＯ２基準値を計算をするというふうになってございます。

こちらもフットプリントに応じて各企業が達成すべき値は変わるというような形になってござい

まして、メーカーが販売する車両の大きさに応じて目標基準値が変わるというような仕組みにな

ってございます。 

 続いて、一番後ろのページになります。28ページでございます。欧州のＣＯ２規制でございま

す。 

 欧州のほうでも各メーカーごとに平均のＣＯ２排出量を決定する方式としてございます。基準
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値と書いてある真ん中あたりのところに式がございますけれども、こちらは欧州のほうは平均の

車両重量で各メーカーごとの規制値が変わるというような仕組みになってございまして、ＣＯ２

基準値というものが175グラム、147グラムと各年に応じてありますけれども、そちらに対して各

メーカーの平均車両重量を欧州の平均の車両重量との差分をとった値に、この0.093、0.096とい

うそれぞれの係数を掛けた値でもって計算をして、各メーカーの達成すべき平均のＣＯ２排出量

を算出をすると、そのような規制の方式になってございます。 

 簡単でございますが、現状についての説明は以上でございます。 

○大聖座長 

 盛田さん、ありがとうございました。 

 この御説明に関して、何か御質問なり御意見はございますでしょうか。 

 ちょっと車種の区分が、細かくて理解がなかなか難しいかなと思います。小型貨物という中に

は、軽から始まって中量の貨物まであるということでありますので、混乱するおそれはあります

けれども、ご注意いただきたいと思います。 

 では、青山委員からどうぞ。 

○青山委員 

 青山でございます。初歩的な質問は早いうちにしないと恥ずかしいので、恐れ入ります。 

 この20ページのところで軽貨物自動車の構造Ｂのところが達成されていないということで、ほ

かの部分は達成されているのですが、ここが達成できない理由というのはどんなことが考えられ

るのでしょうか。 

 あと、これも初歩的な質問で大変申し訳ないのですが、ほかの車の燃費基準と、こういった小

型貨物の燃費基準というのは、技術開発的な部分で違いがあるのでしょうか。 

○大聖座長 

 よろしいでしょうか、盛田さん。 

○盛田課長補佐 

 まず一つ目の、軽貨物の構造Ｂで達成率が低くなっているというところでございますけれども、

私どもちょっといろいろメーカーさんからお話を伺うところでは、軽貨物のお客様のニーズに合

わせて開発をするという場合に、乗用車ですと車種を選ぶときの燃費を重視する割合というのは

非常に高いんですけれども、軽貨物は必ずしもそうではないので、そういうところがメーカーさ

んから見ると燃費をよくするインセンティブには余りならないというところがあるということは

把握をしております。 

 それから、２つ目の技術開発の部分でございます。これは今日の次の議題で自工会さんのほう
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で、そういった部分も含めて御説明いただくような形になるかと思いますので、そちらで合わせ

て御説明をお願いできればと思います。 

○大聖座長 

 よろしいでしょうか。 

 コストの兼ね合いと技術と両方のトレードオフ的な関係にある面があるということも、背景に

あると思います。 

 それでは、後藤委員。  

○後藤委員 

 私も基本的には同じような質問なのですが、軽量貨物についても同じように理解してよろしい

でしょうか。 

○大聖座長  

 達成率が全区分で下回っていると。 

○盛田課長補佐 

 軽量貨物も、基本的には同じような話だというふうに理解しております。また、軽量貨物の場

合は、割とその法人車のような形で使われるようなケースも多くて、その中で余り燃費というも

のが選考に響かないということで、余り改善意欲につながっていないというところが課題として

あるというふうに理解をしております。 

○大聖座長 

 よろしいでしょうか。何か御意見、ほかにございますか。 

 塩路委員、どうぞ。 

○塩路委員 

 すみません、ちょっとこの委員会とは関係ない話なんですけれど、せっかく先ほど御説明いた

だいたので確認したいんですけれども、資料３の3ページのところで、エネルギー消費の話をさ

れましたよね。これが運輸部門23.1％で、その少し後に、7ページぐらいかな、ＣＯ２の話をさ

れて、運輸部門が17.7％。要するにこれは、エネルギーは23.1だけれどもＣＯ２は17.1しか出て

いないということなんですよね。 

 ちょっと意外な気がするんですけれどね。要するに、ＣＯ２の原単位というか、もともとのエ

ネルギーに対するＣＯ２の発生量が違うということが原因しているんだと思うんですけれど。こ

こで整理されているデータはみんなその年の原単位を使用していると見たらいいのでしょうか。 

 2011、2012、2013年で原単位が物すごく変わってきているのですが、これは、全国平均の原単

位を使っているのでしょうか。 
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○盛田課長補佐 

 ちょっと今、原単位の計算方法、すぐ答えられる状況にないものですから、出典等を確認させ

ていただいてお答えさせていただければと思います。 

○塩路委員 

 この検討会には何の関係もないのですけれども。 

○大聖座長 

 ちょっと私の知識で申し上げましょうか。これはガソリンとか軽油の消費量でカウントしてい

るので、原油からガソリンや軽油に精製されるところは産業部門でカウントされるわけで、この

運輸部門としては燃料の消費量統計で算定しているわけです。 

○塩路委員 

 エネルギーの方は、現場でというか、自動車にカウントされている。そこの差なんですね。 

○大聖座長 

 そうです、はい。電気自動車もそうですね。 

○塩路委員 

 なるほど。わかりました。ちょっとＣＯ２になると、このごろ割と微妙なところが多いので。 

○大聖座長 

 ええ、原発が停止したりしていますので。 

○塩路委員 

 それで、もうちょっとこの本論の質問ですが、結局、13ページか何かで燃費基準の区分をいろ

いろ御説明されて、重量区分が２から４とか書いてあるのが何かなと思ったんですけれども、要

するに19ページではみんなわかる図になっています。これだけの区分があるということですよね。 

○盛田課長補佐 

 おっしゃるとおりでございます。19ページをちょっと違う表現にしたものが13ページと御理解

いただいていいと思います。 

○塩路委員 

 19ページで見ると多分、何がどう変わっているかというのが全て盛り込まれているように思う

んですけれど、例えば中量貨物だけでも32区分あるんですね。一番計算しやすく、4×8で32あ

るんですけれども。あとのところは、例えば16ページのこの区分で言うとそんなにたくさんない

というふうに見えますが、結局その全部が全部、その区分に車があるとは限らないということで

しょうか。 

○盛田課長補佐 
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 16ページのグラフで御覧いただくときは、これは重量区分での区別まではここには反映されて

いないものですから、その分ちょっと数が減って見えるということだと思います。 

○大聖座長 

 車種と構造だけで、棒グラフですから。 

○塩路委員 

 なるほど。そうか。確かにそうですね。わかりました。 

 じゃあ、ちょっと今の質問を変えると、全ての区分に一応あるということと思っておいたらい

いんですね。車が存在していると。 

○盛田課長補佐 

 はい。2015年の、これを設定した際に全ての区分にあって、それに対して設定をしているとい

う理解でございます。ちょっと今現在も達成しているかどうかまでは、もうちょっとデータ精査

をさせていただきたいと思います。 

○塩路委員 

 多分、この委員会の論点の一つになろうかと思うんですけれどね、その車両区分。また後で多

分御説明になると思うけれども、そのときに、どれぐらいの数がどの区分にあるのかなというの

が非常に気になるところですので、また。 

○畑下課長補佐 

 ちょっと補足をさせていただきたいんですけれど、20ページの区分ごとの達成のところの説明

にグラフが４つほどついているかと思いますが、例えば右上の855から955というところが何も点

がないかと思うんですけれども、この区分は出荷がないという意味です。ですので、ここの区分

だったり、次の21ページですと軽量貨物自動車のオートマの1170以上1270のところはなかったり

とかというのは、その年々であったりなかったりというのはあります。 

○塩路委員 

 わかりました。じゃあ、この点の打っているところの重みみたいなものがあったら、もう全部

わかるわけですね。どの区分にどういうぐらいの平均燃費を持っているものがどれぐらいあると

いうことが。 

○大聖座長 

 全部プロットしていただければいいんですけれど。 

○塩路委員 

 何かそれ、ちょっと違う情報がいろいろあちこちにばらまかれているような気がしたので、す

みません。ありがとうございます。 
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○大聖座長 

 22ページのほうでも、グラフで左の軽量のほうは出荷実績がないというようなところもあるわ

けです。 

○塩路委員 

 なるほど、そういうことですね。 

○大聖座長 

 大体そうですね、車種の点がどれぐらいあって、その平均値なのかというのがわかると参考に

なるのですが。 

○塩路委員 

 もう一点だけ、ごめんなさい。欧米の規制動向ということが書いてあるんですけれども、これ、

ＣＡＦＥの話を書いてあるわけですよね。区分が日本ではいろいろ分かれていて、先ほどのよう

に設定されている事に対して、欧米の分け方がもう一つよく見えてこなかったんですけれど、こ

のＣＡＦＥの方式でいうとＡからＨの定数の設定がその区分に対応するんですか。 

○盛田課長補佐 

 ちょっとこれ簡単に省略してしまっていますのでそこまで記載がないんですが、御指摘いただ

いたとおりでございまして、このそれぞれ定数を定めるときの、フットプリントごとに定数があ

りまして、その値で計算をするというふうになりますので、大きさによってそこが考慮されると

いうことになります。 

○塩路委員 

 欧米もこんなにたくさん細かい区分になっているのかなというのが少し気になったものでね。

また議論の中で確認したいとは思っています。ありがとうございます。 

○大聖座長 

 補足しますと、アメリカでは燃費とＣＯ２と両方で評価しているのですね。それは運輸省と環

境保護庁がそれぞれ燃費とＣＯ２を管轄しているわけですが、燃費とＣＯ２は対応しているので

結局同じ基準になるのですけれども。 

 欧州の場合はＣＯ２一本でやっているということです。 

 それから、アメリカはフットプリントと言いまして、車の大きさですね、ホイールベースとト

レッドを掛け算した面積で基準を設定しています。効用で考えていると。よく議論になるのは、

フットプリントがいいのか、重量がいいのかということですけれど、フットプリントだと軽量化

の技術が進展するというような見方もあります。 

 ほかにいかがでしょうか。 
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 どうぞ。 

○玉野オブザーバー 

 今の塩路委員の御質問に対して、ちょっと補足で説明させていただきますと、欧米の場合には

日本のように区分ごとの基準値という概念はございません。 

 例えば米国ですと、各車両ごとのフットプリントで、それに対応した基準値があります。それ

を企業ごとに加重平均したものが基準値として出てくると。 

 欧州の場合には、車両重量の平均値に応じた基準値というのが決まりますということなもので

すから、日本で言うＣＡＦＥが基準値として存在するだけだということで、もともと区分という

概念がないと。 

 区分としては、大きくあるのは乗用車と小型トラックというのは別の基準値を持っているとか、

そういう大きな区分はございますけれども、日本のように重量ごととか種別ごととか構造ごとと

か、そういう区分は持ってございません。 

 ただし、こういうふうに区分ごとに基準値を設けて、それの基準に基づいて加重平均をしたＣ

ＡＦＥの基準値を持つというのが、今の2020年度の乗用車の基準ですので、大もとの基準を何に

よって求めるかという違いはあることは思いますけれども。 

○大聖座長 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、その次に移らせていただきます。 

 

議題４ 自動車製造事業者団体による小型貨物自動車の現状説明について 

 

○大聖座長 

 議題４として、自動車製造団体による小型貨物自動車の現状説明ということで、日本自動車工

業会の玉野さんのほうから御説明願います。 

 また今のような話題も少し含まれるかもしれませんけれど、よろしくお願いします。 

 

資料４ 小型貨物車の燃費に関するヒアリング資料 

○玉野オブザーバー 

 はい、すみません、既に御質問いろいろいただいて、そのお答えをしながらプレゼンをさせて

いただかなければならないと思いますけれど。 

 自動車工業会として、こういう場を設けていただいたことには深く感謝申し上げたいと思いま
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す。 

 私のほうからは、技術の現状と、それから将来の見通し、それから小型貨物という今回のカテ

ゴリーの車の持つ、いろいろもう既に出ておりますけれども、特殊性みたいなものを少しお話し

させていただいて、御理解を深めていただければありがたいというところでございます。 

１．燃費改善要因及び燃費影響要因等 （Ａ）燃費改善要因 

 まず、2ページ目からでございますけれども、燃費改善要因、燃費を向上させる要因としてど

ういうものがあって、どういう見通しを持っているのかというところでございます。 

 1枚めくっていただいて3ページあたりから、すみません、教科書的な話で先生方には申し訳な

い話なんですけれども、燃費を向上するためには燃料の持っている化学的エネルギーをどういか

に効率よく取り出して、それのパワーをいかにロスなく伝えて、走行に要するエネルギーをいか

に小さくするかというところが燃費改善の論点かと思いますので、そういう面から少し整理をし

てみましたというところで、極めて常識的なことしか書いてございません。 

 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳというふうに書きましたけれど、まずエンジンの損失、エンジンの熱効率をい

かに上げるか。それから補機類の機械損失をいかに下げるか。それから、動力をタイヤまで伝え

る間の駆動系の損失をいかに減らすか。駆動系についてはもう一つ、損失だけではなくて、エン

ジンのいかに効率のいいところで使うかというところも、駆動系の役割の一つになっているかと

思います。あとは走行エネルギーということで、これをいかに減らすか。これは走行抵抗をいか

に減らすかということにつながるかと思います。 

 4ページ目は、エンジンの熱効率の部分ということで、例えば発生した熱エネルギーというの

がいろんなところで食われていくということで、ポンプ損失というのは御存じのように混合気を

エンジンで吸い込む、それから吐き出すため、こういうポンピング作用に伴って当然そこに損失

を伴うというところ。それから、排気で熱が失われていきます。高温の排ガスを外に捨てざるを

得ないという、この排気での損失。それからエンジンの耐久性を維持するために冷却しておりま

すので、その冷却系に熱を奪われるという損失とか、それから機械系のいろんな摺動部位での摩

擦損失というもの、これをいかに減らすかということになろうかと思います。この部分が熱効率

の改善ということになります。 

 5ページ、6ページ目で、その各領域の中でどんなものがあるかということを書いてございます。

代表的なところを書いてございますけれども、今まで触れていなかったものとしては、6ページ

の右の上のその他の領域として、どこにもなかなか分類しづらいものとしては、例えばアイドリ

ングストップとか、減速時のエネルギー回生とか、いわゆるハイブリッドシステムとか、それ以

外にもエネルギーマネジメントとか、そういう面でかなり効果を持つ技術がいろいろ出てきてい
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るというところでございます。 

 次ページ以降で、将来予測も含めてお話をさせていただこうと思うんですけれども、まずお断

りしたいのは7ページでございますけれども、私ども自工会で各社の将来予測、技術開発の予測、

それから製品展開の予測ということを、これは機密事項に属しますのでそれを共有化して議論す

るということはなかなか難しい面がございますので、ここで御報告いたしますのは各社の専門家

の相場観としての値であると、それをスペシフィックに数値で示すというのはなかなか難しいも

のですから、ここに燃費改善効果はＡからＥのランク、それから将来普及率についてはＡからＥ

のランクということで、こういう格好である程度幅を持たせたランクで、将来どの程度になるで

しょうか、現状の技術の中でもかなり幅を持っていますので、それを表現で示しているというこ

とを、まずお断りさせていただきたいと思います。 

 次のページがちょっと小さくて恐縮でございます。見えにくくしたつもりではないんですけれ

ども、縦方向にいろんな燃費改善技術を並べております。エンジン改良、補機損失の低減、駆動

系の改良、走行抵抗の低減、それから先ほど申しましたその他ということでアイドリングストッ

プとかハイブリッド等の技術というのを並べまして、その右に改善率というのを書いてございま

す。Ｅというのは例えば1％以下だろうとか、そういうことで書いてございます。 

 次のところに、種別ごとにということで、ガソリン構造Ａ、これがボンネットタイプのバンと

いうことで、いわゆる乗用派生の車というふうにお考えいただいていいと思います。その次にガ

ソリンの構造Ｂ１、Ｂ２。Ｂ１というのはバンタイプのもの、キャブオーバーのバンタイプのも

のがメーンでございます。Ｂ２というのはトラックですね、オープンデッキのトラックというふ

うに思ってください。こういうふうに分けた場合、それから軽と軽以外。それから一番右がディ

ーゼルということで、左側が、真ん中はガソリン、一番右側はディーゼルという形で書いてござ

いまして、2012年の実績としてこういう技術がどの程度入っているかというのを数値で、これは

実績として捉えられますので書いてございます。ここで、それから10年後というのはどうなるか

というのを予測したというのが、次の欄にランク分けをしたアルファベットで表示しているとこ

ろでございます。 

 ここについてまた御質問があればと思いますけれども、９ページ以降で代表的な技術というこ

とで幾つか個別に御説明させていただきたいと思います。 

 9ページ目が、まず可変バルブタイミングシステムということでございますけれども、これは

運転条件に応じて吸気バルブ、排気バルブの開く、閉じるタイミングをバリアブルにして、今の

システムですと連続可変型のものを使っておりますけれども、現状でもかなりガソリンエンジン

には入ってきております。ある領域では100％のものもありますし、ある領域では三十数％とか、
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それぐらいの幅を持っておりますけれども、かなり普及はしてきていますけれども、将来的にも

もっと普及をするだろうということで、これもかなり高普及率の技術だろうというふうに見てお

ります。 

 それから、10ページ目がそのタイミングだけではなくてリフトまで可変にして、よりポンピン

グロスを減らすという技術でございますけれども、これは高度な技術と高価格でもあるというこ

ともあって、乗用車における普及率でも1％にも満たない技術でございまして、小型貨物にはま

だ入っておりません。将来的にもなかなか普及が難しい技術かなというふうに思っています。 

 右上にコストと書いておりますのは、普及率を上げるために阻害する要因として主なものをこ

ういう形で表現させていただいております。 

 それから11ページ目は、いわゆるエンジンの熱効率の向上ということで、この技術の個々の技

術については多岐にわたる技術ではございますけれど、概念的に書いておりますのは、この図と

いうのはエンジンの横軸回転数、縦軸トルクと書いていますけれど、アクセル開度というふうに

も捉えていただいてもいいんですけれども、これは等燃費率マップと言われているものでござい

ますけれども、真ん中のところが一番燃費のいい領域です。こういう領域を広げていくというこ

と、それから、その燃費率をさらによくするということで、高める、広めるということが狙いに

なるんですけれども、いろんな技術を考えますと、ほとんど全てのエンジンで何らかの形で熱効

率の改善は図られるだろうというふうには予測しております。 

 次の12ページでございますけれども、今これ乗用車で8％ぐらいの普及率だと見ておりますけ

れども、筒内に直接噴射するエンジン。今、日本において筒内直接噴射というのはストイキと呼

ばれます理論空燃比燃焼のものに限られておりますけれども、乗用車でも約8％ぐらい、こうい

うものが入ってきております。今後これは乗用車の場合は拡大していくだろうと見ておりますけ

れども、小型貨物の世界でも一部のカテゴリーに限定されるかなというふうに思っておりますけ

れども、これも一部入ってくる技術とは思いますけれども、コスト面とかいろいろ課題は大きい

というふうに思っております。 

 それから、13ページ目がミラーサイクルエンジンとか、アトキンソンサイクル、厳密には違う

かもしれませんけれども、ここではアトキンソンも含めて、こういう技術だということで御説明

しておりますけれども、実質的に圧縮比を高めると熱効率が上がるという関係がございますけれ

ど、圧縮比を高めるとノッキング等の異常燃焼があって、なかなか圧縮比が高められない。そこ

でバルブタイミングを少し工夫をして、実際の圧縮比を抑えながら膨張比、つまり爆発して膨張

する過程でエネルギーを取り出していくわけですけれども、そのエネルギーを取り出すときの膨

張比は高く保って、より多くのエネルギーを取り出すという概念でございますけれども、こうい
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うミラーサイクルとかアトキンソンサイクルと呼ばれる技術も、もう今後入ってくると思ってお

りますけれど、これもかなり軽自動車等にはなかなか適用難しい技術だろうと思っておりますの

で、一部の軽量・中量車への適用に限定されるかなというふうには思っております。 

 それから、次が過給ダウンサイジング。これらは欧州を中心に乗用車系でかなり広がってきて

いる技術かと思いますけれども、軽自動車でダウンサイジングはありえないでしょうから、そう

いう意味では過給ダウンサイジングといえども特にコスト面もありますので、小型貨物の世界で

はなかなか難しいかなということです。すみません、普及率予測Ｅというのは、ほとんどゼロと

いうふうに捉えております。コストの面でもなかなか難しいかなと。ちなみに、軽の貨物車で一

部ターボはありますけれど、非常に比率は低いです。 

 次の技術が、これは軽も含めて広く普及が期待される技術として、普及率としてはＢからＣと

いうことで割と高い予測をしております。効果としてもＢですから、先ほどの表で5～10％ぐら

いの幅を持たせていますけれども、ですから、2％以下ではあると思うんですけれども、それに

近い効果を持つものとしてアイドリングストップシステムというのが、これはちょっと登録車の

例で書いてございますけれども、これもコスト面ではなかなか全てに採用は難しいかとは思うん

ですけれども、軽も含めて大きな効果をもたらす技術として期待されるものかなというふうには

思っております。 

 それから次が、16ページがＣＶＴという無段変速機でございますけれども、乗用車の場合には

ＡＴ比率が98％を占めます。その98％のうちの八十数％がもうＣＶＴ化されているというような

状況で、乗用車の中ではＡＴはかなりＣＶＴ化が進んでいると。ただし、これＦＲとか、それか

ら重い車にはなかなか適用は難しい技術なものですから、それとコスト等を考えますと、小型貨

物の世界ですと、やはりＦＦ車に限定されるというような見方をしますと、かなり一部の車種に

限定はされるものの、そこそこ入ってくる技術として捉えられるかなというふうに思っています。

ＭＴ並みの燃費にはなかなかなりませんけれど、それにかなり近い燃費改善が図れるんではない

かと思われております。 

 それから17ページが、いわゆる空気抵抗の低減ということで、これはすみません、乗用車の例

で書いてございますけれども、これについては何らかの形でといっても、軽自動車も含めて小型

貨物車の形状を改善というのはなかなか難しい面がございますので、そういうことで改善余地は

小さいものの、何らかの形でこういう改善努力を積み重ねられるものだろうということで、普及

率は高い値ですけれど、効果はそんなに大きくは見積もれないかなというところで書いてござい

ます。 

 それから、車両の軽量化が18ページでございます。これについても同様でございます。コスト
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面でかなりの制約があるということで、構造面的にもなかなか難しいということはあろうかと思

います。効果はそんなに大きくはないとは思っておりますけれども、何らかの形で軽量化努力は

図られるだろうというふうに見ております。 

 最後の19ページ、20ページは、このハイブリッドについて書いてございます。ハイブリッドと

いうのもいろんなハイブリッドございまして、この図で一番右側というのが一番ストロングなハ

イブリッドということで、ＥＶだけでの走行も可能だというものから、それからモーターアシス

トタイプ、それからその左は、定義にもよるんですけれども、なかなかハイブリッドとは言いづ

らいところはあるんですけれど、減速エネルギーを回生して一部にそれをパワーアシストに使う

という場合も出てまいりますので、この辺の線引きは非常に難しいんですけれども、こういう技

術が広くいろいろ、左側の技術は入ってくると思うんですけれど、右側のハイブリッド技術につ

いてはやはりコスト面、これは非常に大きな課題だろうと思いますので、これでごく一部で入っ

てくるか否かぐらいかなというふうに見ております。乗用車並みにはなかなか入らないとは思っ

ております。 

 20ページは、そのハイブリッドシステムのエネルギーマネジメントシステムということで、参

考に示した図でございます。ちょっと説明は省略させていただきます。 

１．燃費改善要因及び燃費影響要因等 （Ｂ）燃費影響要因 

 それから21ページ以降でございますけれども、これは燃費、影響要因ということで挙げられて

おりますけれども、平たく言えば燃費を悪化させる要因として、例えば他の規制、排ガス規制と

か安全規制等で燃費を悪化させる要因というのも、今までの基準値策定の段階ではいろいろ配慮

いただいている項目なものですから、これについてちょっと述べさせていただいているんですけ

れど、22ページに書きましたけれども、予想されるのは、3行目からなんですけれども、今後、

中央環境審議会自動車排出ガス専門委員会で審議が予定されておりますＷＬＴＰという国際基準

調和モードの移行が今、検討されようとしております。これに伴って規制値の見直しが出される

ということなんですけれども、この規制値がどう決まるかによって、排ガス対策のために燃費へ

悪影響を及ぼすということは考え得るんですけれど、現時点で規制値がどうなるかとか、適用時

期等については、私どもとしてはこうだと予測ができませんので、そういう意味では予測困難な

アイテムということと捉えております。ただし、こういう懸念材料があるということだけ、ちょ

っと述べさせていただいたというところであります。現時点では予測困難ということに言わざる

を得ないかなと思っています。 

２．その他 

 それから、23ページ以降はその他の事項ということでございます。 
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 24ページ目が、まず今後の審議事項になろうかと思うんですけれども、乗用車のほうで導入い

ただいたＣＡＦＥ方式の導入を、小型貨物車でも入れるかどうかということが論点になろうかと

思うんですけれど、私どもとしてはぜひ入れていただきたいということで書いてございます。 

 24ページに、ちょっと文章だけで申し訳ございませんけれども、１つ目が、今後その技術が高

度化、高コスト化するという中で、メーカーの各社固有の例えば技術的な強みとか、それから特

定の車種に集中的に開発投資をするとか、そういう選択と集中ということでメーカーにとって非

常にフレキシブルな規制体制にしていただければ、開発資源の集中投資ということで極めて効率

的な開発ができますし、ちょっとこんなこと書き過ぎだという気もしたんですけれど、結果とし

て、より高い総合的目標へのチャレンジも行える可能性が出てくると、すみません、これ規制値

を厳しくしてくださいという意味は決してないんですけれど、ＣＡＦＥ方式のメリットとしては

こういうのは正直言って、すみません、言わざるを得ないかなと思って書きました。 

 それから、貨物車の特性として非常に多様な仕様を持っているということから、メーカーとし

ても対応のフレキシビリティが増すことによって、例えば全ての車で対応しろといったら、この

車ってもう存在し得ないねと、これはもうドロップせざるを得ないというような企業的には判断

せざるを得ないというケースも出てくるかもしれないんですけれども、ＣＡＦＥ方式にしていた

だければその部分が救えるという可能性も出てくるという意味で、そういう意味でラインアップ

の構成の維持という意味では非常にありがたい関係でもあるし、それからメーカー、生産メーカ

ーですと小型貨物、今７社ございます。ＯＥＭ供給して、販売では８社ございますけれども、そ

れぞれラインアップは全部構成が違います。そういう意味で、メーカー間の不公平さということ

をなるべく減らそうとすると、こういうやり方というのは非常に効果的ではないかということと、

３番は、グローバルには全てＣＡＦＥ方式なものですから、是非そういうグローバルな一つの大

きな流れの中で御検討いただきたいということでございます。 

 それから25ページ目が、小型貨物車の特徴の一つとして、モデルチェンジサイクルが非常に長

いということでございます。非常に見づらい図かもしれませんけれど、丸がいわゆるモデルチェ

ンジのタイミングを書いてございます。各車種ごとに、一番右の欄にモデルチェンジ間隔と書い

てございます。一番左が２回前のモデルチェンジ、真ん中が１回前、右は現モデル継続中という

ことで、例えば１回前を単純平均しますと、下のほうに10.9と書いてございます。現状継続中で

も7.8ありますので、これがどんどん延びていくということで、１回前で見ますと平均は10年以

上ということで、これは乗用車に比べれば非常に長いということで、モデルチェンジ等で大きな

改良を入れるとしても、タイミングが非常に限られるということで、十分なリードタイムをお願

いしたいというところでございます。 
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 それから、先ほどの質問の中で、例えば軽の構造Ｂ、それから軽量のＡ、これ具体的に見てい

ただきますとかなりモデル末期に近いと言いますか、末期と言ったら怒られるかな。かなりモデ

ルチェンジサイクルの中では長く続いている車なものですから、途中でなかなか改良できていな

いというところはございます。それから、後で述べますように価格制約とかいろいろな制約ござ

いますので、途中でなかなか改良のタイミングがないということで、ただし、これらはじゃあ15

年基準は未達のままに終わるのかというのは、決してそうはならないだろうと、今後その15年に

向けて改良は積み重ねられるんではないかというふうには予測はしております。 

 それから、26ページ目が電気自動車、プラグインハイブリッド自動車の技術動向及び普及率の

見通しということでございますけれど、現時点、一部のメーカーではありますけれども、小型商

用車にもＥＶ導入ということを公表されているところもございます。具体的にどの程度かという

のはなかなか予測はできないんですけれども、乗用車のときに特例措置としてＥＶとかプラグイ

ンハイブリッドについてもＣＡＦＥ算入ということで特別配慮をいただいていますので、そうい

った配慮をぜひ小型貨物のほうにも適用をご検討いただきたいということでございます。 

 それから27ページ以降が、小型貨物の特徴として、まずは車両価格というところを27ページに

書いてございます。代表的な車でプロットしておりますけれども、乗用車に比べまして、このミ

ラバンとかアルトバンと書いておりますのが構造Ａに属します。それからハイゼットトラックと

いうのはＢ１、それからカーゴというのはＢ２ということになるんですけれど、やはり乗用車系

に比べますとかなり低価格帯に存在するということなものですから、やはりその低価格というの

が一つの小型貨物車にとってみれば大きな使命になるというところでございます。 

 それから28ページ目からが、用途ということで書いてございます。これは自工会の市場動向調

査ということの結果でございますけれども、小型それから軽もトラックとかキャブバンとかボン

バンとかと分かれておりますけれども、基本的には仕事用途が非常に多いんですけれど、これを

見ていただくと、軽の場合には、特にボンバンの場合には仕事専用のみならず、やはり生活の足

としてかなり利用されていると、兼用用途というのが一つ見て取れるかと思います。 

 それから29ページが、そのうちの仕事での用途としてはどんなものに使われているかというこ

とでございます。これで見ていただきますと、一番下の2012年度仕事用途車と書いてあるところ

を見ていただきますと、やはり仕事場、現場への往復という足という目的でかなり使われている

ということと、そのほか作業の運搬、トラックなんかですとその運搬がかなり占めると。それか

ら営業の足というところがキャブバンとかボンバンなんかですと結構な比重を占めるというのが、

一つの用途上の特徴と言えるかと思います。 

 30ページでは、ちょっと軽貨物だけ取り出してみたときでございまして、これについてはバン
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とトラックという分け方をしておりますけれども、バンについては仕事で使いながらも生活の足

として使用している。トラックの場合は仕事での用途がほとんどだということ。それから一番下

に、トラックの場合でいきますと、町中の道路を走るというよりも田畑のあぜ道を走るとか、そ

ういう目的でかなり使われているというのが大きな特徴かと思います。 

 31ページ目が、次期買い替え時の重視点ということで、購入時の重視点ということでアンケー

トをした結果でございまして、燃費の良さもあるんですけれども、右の下のほうに書いています

車両価格というのが非常に大きな要素を占めているというところでございます。 

 32ページ目が、軽貨物に限定しておりますけれども、やはり購入時の重視点ということで書い

てございますけれども、これについても経済性というのもあるんですけれども、車両使用面とい

うことで、下のほうに書いてございますように税金が安いというのはこの場合考慮いただく必要

はないかもしれませんけれど、価格が安いというところがかなり大きなウエートを占めていると

いうところがございます。 

 33ページは、これもまた軽の乗用と貨物系の比較ということで示しておりますけれども、先ほ

どだと複数回答なものですから、ちょっとどういう重みがあるかというのはなかなか難しいんで

すけれども、これはちょっと重みがはっきりしておりますので参考にお付けしておりますけれど

も、やはりＢ１とかＢ２という貨物系というのは購入価格が第一で断トツだというところがあり

ます。それと、あとは使いやすさみたいなところで、燃費というのはそんなに高い順位ではない

と。それに比べて軽乗用系の場合には燃費の良さというのが一番上に来ているというようなこと

もありますので、そういう意味で先ほどの質問もありましたように、なぜ軽で技術の進展が進ま

ないのかというのは、価格要求というお客さんのニーズに応えながら燃費を改善するという、そ

のコストアップをお客様が容認いただけるかどうかあたりが、かなり乗用車系と異なるというこ

とかと思いますので。 

 すみません、ちょっと長くなりまして。 

○大聖座長 

 ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの御説明に対して、御意見や御質問お願いしたいと思います。どうぞ、御

自由に。 

 どうぞ。 

○近久委員 

 過給ダウンサイジングの普及予測がＥというような判断で、余り普及しないだろうという評価

ですね。これ結構、燃費改善には効果ある技術だと思うんですけれども、そういうふうに判断さ
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れるというのは、車両価格を重視するユーザーということでしょうか。 

 そこで私の質問ですが、同じ排気量の車を比較した場合、乗用車と貨物自動車というのは、ど

のぐらいの価格比率になるんでしょうか。 

○玉野オブザーバー 

 先ほどお示ししました、27ページに一部お示ししておりますけれども、同じ乗用車系とバンと

かトラックを持っている車ということで、全く同じ車ではないんですけれども、並べております

けれども、かなりの価格差があるかと思います。 

 乗用車系ですと、このバンドの中に例えば過給ダウンサイジングを入れたりとかハイブリッド

を入れたら、もっと上のほうまでかなり広がります。かなり広いバンドを持った価格帯であるし、

最低価格帯もかなり小型トラック系に比べれば高いというふうには思っています。すみません、

程度的に何％かというのは、ちょっと手元にデータがないものですから。 

○大聖座長 

 この27ページのグラフも不思議なグラフですけれど、一番左側がダイハツで、真ん中がスズキ

ですか、それから右がトヨタということですよね。面白い図ですね。 

○玉野オブザーバー 

 すみません、別に私が勝手に並べただけなものですから、余り意図はございません、深い意味

はないです。 

○大聖座長 

 どうぞ、後藤委員。 

○後藤委員 

 いろいろ詳しく御説明ありがとうございます。基本的には価格が大事だというお話だったのは

よくわかりましたが、燃費は二の次、三の次というお話です。 

 先ほど。その最初のほうにいろんな燃費改善要因を説明していただいた中に、結構コスト、コ

ストという言葉が入っているのですが、このそれぞれの改善要因がどのぐらいのコストのウエイ

トを占めているのかというのが、これだけだとよくわからないんですね。 

 例えば、最終車両価格に対してどのぐらい効くものなのか。だからこれは難しいとか、普及が

難しいとか、そういう説明のされ方をすると納得できるんですけれども、高いというと何が高い

のかがよくわからないという、そういう意味なんですけれども。ちょっとその辺どうでしょうか。 

○玉野オブザーバー 

 すみません、本当を言うとここにコストをきちんと書ければ多分、後藤さんに納得いただける

かと思いますけれど、コスト情報自体、物すごく機密性の高い情報ですので、なかなか各社さん
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からデータを集めて、これだとはなかなか言いづらいもので、非常に申し訳ございません。感覚

的な言い方で。 

○後藤委員 

 それはお答えにくいというのは非常によくわかって聞いているのですけれども、例えばアイド

リングストップシステムというのは、コストはかかるのだけれども普及率が高いと考えておられ

るのは、比較的安いという理解でよろしいんですか。 

○玉野オブザーバー 

 コスト効果が高いという見方ができるかなと思います。例えば10万円する技術はないけれども、

ここって、過去、例えば10％はいかないまでもかなり高い改善効果ができるとなると、コスト効

果が比較的高い技術として、例えば構造上の制約とかが少ないとかいうようなこともあったりし

ますと、割とその適用性が広いといいますか、軽も含めていろんな技術、車両に適用可能だし、

コスト対効果が、すみません、かなり意欲的に上げようとするとこれぐらいの技術は少なくとも

入れざるを得ないだろうし、というふうに。ハイブリッドまではいけないけれど、アイドリング

ストップと、それからエネルギー回生とか、そのエネルギー回生もいろんなタイプもあるでしょ

うし、アイドリングストップも減速時にエンジンをストップしてしまうかとか、そういうのも既

に入りつつございますので、だから小型貨物にも適用可能性の高い技術だろうという捉え方で、

普及予測も比較的高いかなと。 

 コストの絶対値として、じゃあ吸収できるかどうかというのは、やはりそれなりに経済性メリ

ットがお客様に感じ取っていただけるのもでないとなかなか難しいという意味で、やっぱりコス

トパフォーマンスが高くなければという意味で、コストパフォーマンス的にこれは有効な技術か

なという捉え方をしています。 

○後藤委員 

 わかりました。 

○大聖座長 

 なかなか難しいですね。 

 どうぞ、塩路委員。 

○塩路委員 

 すみません。いや、私も今の後藤さんと同じようなことを質問しようと思ったんですけれど、

結局あれですよね、コスト対効果とお客さんのニーズを反映した結果、この予測という項目を何

かランクづけされたというふうに捉えてよろしいんですよね、結局は。 

○玉野オブザーバー 
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 御理解のとおりです。 

○塩路委員 

 それで、途中でＷＬＴＰのこと言われましたよね。燃費と排ガスはトレードオフになるから、

それでそちらが厳しくなったら燃費も厳しくなるということだったと思いますけれども。ところ

でね、ちょっと変な質問ですけれども、この委員会で例えば10年後というか、今度燃費を厳しく

したとすると、そこに導入される技術というのはやっぱり入れざるを得ないですよね。ここの10

年後の予測というのは、厳しい燃費基準を考慮しなかったとしたときの、技術の導入というか、

普及のことを言われているんでしょうか。 

○玉野オブザーバー 

 ビジネス・アズ・ユージュアルで予測したつもりはございません。今のまま、例えば規制強化

がないという前提で、こんなに技術を入れていくかというつもりはないです。すみません、変な

言い方ですけれど、当然今後も大幅な削減というのが求められるだろうと、それが規制という形

を採るかどうかわかりませんけれど、社会的な要求としてそういう高い要求があるだろうという

前提で、積極的に、じゃあ小型貨物の世界でどういう技術が入れられるだろうかというので、前

向きに捉えたつもりでおります。 

○塩路委員 

 なるほど。わかりました。ただ、これ見ますと、改善率が高いものというのは普及率が低いで

すよね。これ見ていると、ここのＢという、まあＡはハイブリッドだけなんですけれどね、8ペ

ージですが。8ページで、Ａと書いてある改善率Ａはハイブリッドだけなんですね。その他で一

番高いのはＢなんですけれども、そのＢというところをずっと見ていくと、ほとんどＥの普及ゼ

ロという形が多いんですよ。だから、それは確かに、燃費がよくなるもので、もちろん簡単に入

れられるものだったら当然今までもう入れているので、それで10年後の普及率が下がるというこ

となのかなと思うんですけれども、自然な形とは思うんですけれどね。ただ、それは燃費が例え

ば半分といったらちょっと言い過ぎですけれど、どれぐらいかにしてくださいという基準が決ま

ったら、優先的にこの技術から入れなければいかんというものが出てくると思うんですけれど、

それがもう一つこの図では読めないなと思って。わかりますか、言っている意味。 

○玉野オブザーバー 

 はい。多分、塩路先生がおっしゃるのは、基準値はもっと仮に、例えば我々が想定しているよ

りも高い値になったら、もっとやっぱり技術を積極的に入れざるを得ないのではないかというこ

とかと思いますけれど。 

○塩路委員 
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 そうですね、それも含んでいますけれど。 

○玉野オブザーバー 

 ええ。それに対してはノーとは言いづらいところですので、ちょっとお答えしづらいですけれ

ど。 

○塩路委員 

 そういうときに、どの技術がどれだけ導入されるのかなという、その。 

○玉野オブザーバー 

 どの技術を選ぶかというのは、ここで想定されている技術のとおりに10年後がなるかというと、

その保証の限りではないんですけれど。 

○塩路委員 

 いや、もちろんそんなことは思ってませんですけれど、それはそうなんでしょうけれど。 

○玉野オブザーバー 

 それはそれなりに皆さん努力はされるとは思いますけれども。今の予測としては、我々として

はベストの予測をしたつもりではいるんですけれども。 

○塩路委員 

 要するに、そういう感覚だという感じですかね。 

○玉野オブザーバー 

 すみません、それは、排ガスの件に関しては、自排専にかかわっている先生方も多いものです

から、あえて触れましたけれど、予測困難なもので、これをマイナスで幾らでカウントしてくだ

さいと言っているつもりはありません。 

○大聖座長 

 どうぞ。 

○竹岡委員 

 すみません、この8ページの表が私にはなかなかちょっとわかりづらい感じもあるんですけれ

ど、先ほどお話に出たアイドリングストップなどは、軽自動車の乗用タイプでは既に結構ほとん

どの車に入っていたりするんですが、例えばトラックタイプの軽自動車、先ほどおっしゃってい

た家から畑までみたいな使い方だとシビアコンディションということになり、アイドリングスト

ップを装着したところで働かないと思うんですね。そうなると、アイドリングストップシステム

を装着することによって、いたずらに販売価格が上がるだけとなり、余り消費者のためにはなら

ないんじゃないかなというような考え方もあると思うのです。この表の普及率と、この効果のと

ころは、もうちょっと車の使われ方などや、それに準ずるものを入れていかないと、正確なもの
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というか、よりわかりやすいものにはならないんじゃないかなというふうに思いました。 

○玉野オブザーバー 

 御指摘のとおりかと思います。私どもとしても、こうで、構造ＡとかＢとか分けて一応予測を

しているというのは、そういう用途に応じてこういう技術の普及率というのは変わってくるだろ

うというつもりで分けて予測はしております。おっしゃるとおりで、例えば軽のトラックでＢ２

のトラックで、じゃあそういう技術が広く普及して、それがお客さんにとってメリットとして感

じられるかというような御指摘のような問題は多分あると思いますので、我々も最適の選択では

当然配慮しなければならない項目だろうというふうに思っております。 

○大聖座長 

 では、近久委員から。 

○近久委員 

 すみません、今、竹岡委員の質問でふと思いついたんですが、乗用車に比べて、貨物自動車は

使われ方によって走行モードが随分違うわけですね。私ちょっと不勉強なんですが、この貨物自

動車の走行モードというのは、どういうふうに扱うことになっているんでしょうか。 

○大聖座長 

 ＪＣ０８ですね。同じです。 

○近久委員 

 同じですか。それはちょっと問題を含んでおり、田んぼか何かの行き帰りしか使わなくても、

ＪＣ０８モードの燃費基準が適用されるということですね。 

○大聖座長 

 はい。 

○近久委員 

 わかりました。 

○大聖座長 

 コールドスタートも含めてです。 

○塩路委員 

 そこしか使わないということはないと思いますけれど。 

○大聖座長 

 後藤委員、どうぞ。 

○後藤委員 

 私、25ページにあるモデルチェンジサイクルの説明の中で、こういう小型トラックはモデルチ
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ェンジサイクルが長いのでリードタイムは長目にというお話をされていたと思うのですけれども、

具体的にどのぐらいの期間を言っておられるのかなというのを聞きたいなと思います。 

○玉野オブザーバー 

 すみません、目標年度のようになっちゃうもので具体的な数値は差し控えていたんですけれど、

そう言っていただきましたので、過去の実績で見ますと2015年基準とか、それから先日決めてい

ただいた2020年の乗用車燃費基準というのは、ちょっと告示からではないんですけれど、この合

同会議での最終取りまとめから見ますと、前者の2015年基準で8年間ぐらいのリードタイムでご

ざいます。それから、2020年の乗用車の場合には、8.5年ぐらいです。最低限8年は必要かなと。

小型貨物を考えたらもっと長く欲しいという気はするんですが、ちょっとそれ以上のことは要求

しづらいかなというふうに思うので、過去の例に沿って、最低限8年はいただきたいなという要

望を持っております。 

○畑下課長補佐 

 目標年度につきましては、第２回の審議事項になっておりますので、そこでトップランナーの

原則において普及年度の考え方が3年～10年ということが示されています。今、玉野さんがおっ

しゃったように、リードタイムや、どれくらいの周期でモデルチェンジされるのか、それが何回

ぐらいやることによって目標基準値が達成するのかというところを、我々はこれから皆様と御議

論させていただいて決めていきたいというふうに考えております。 

○大聖座長 

 いかがでしょうか。 

 どうぞ。 

○青山委員 

 恐れ入ります。先ほど消費者のニーズで、選択の基準では車両価格が第一で、燃費は相当後ろ

だということでしたが、その小型貨物のシェアというのはどのぐらいあって、今後はどのぐらい

の需要が見込まれているものなんでしょうか。 

 また小型貨物全体に、もうその車両価格が第一で燃費は後回しという判断ですか。 

○玉野オブザーバー 

 小型貨物全体に言えることということで、申し上げたつもりでおります。多少の濃淡はあるか

もしれませんけれども、共通してやはり価格。価格も例えば燃料経済性が向上することによって、

どこかで元が取れるというケースもあろうかと思いますけれども、そういう計算をしていただけ

る車と、やはりイニシャルコストだと、イニシャルの価格がやはり非常に重視されるんだという

ところまで、結構後者も重視されるものですから、なかなか経済性計算だけでユーザーにとって
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メリットを感じていただけるというのは、難しい状況かなというふうには思います。 

 積載本位のトラックと生活の足に使う車では若干それは違うかもしれませんけれども、全体的

にやはり価格が重視というのは共通した問題だろうと思います。 

○青山委員 

 車両価格が安いほうがいいというのはどの消費者も多分同じ気持ちだと思うんですけれど、こ

れからの時代地球温暖化防止とか、環境を重視するという考え方の中では、消費者のニーズが価

格が重視で燃費が後回しだから、燃費向上の開発が後回しだという理由にはならないし、そうあ

ってはいけないのではないかと思います。 

 できれば燃費はなるべく良くしていく方向で、その価格へはどういうふうに対応していくかと

いうやっぱり考え方で、開発に当たっていただきたいと私は思っているんですけれど、いかがで

しょうか。 

○玉野オブザーバー 

 メーカーとして、当然そういうそのマインドで考えていかなければならないという御指摘は、

そのとおりだろうと思います。経営的立場ではどうだとは言えませんけれども、当然そういうこ

とを考慮しながら。 

 それで、すみません、この資料って、きっと普及率がこんな、なぜもっと高くならないのかっ

て先生方から責められるだろうと思いまして、先手を打って多少言い訳をさせていただいている

ということでございますので、これだけで全てが決まるというふうに言い切っているつもりでは

ございませんので。 

 普及率の拡大には、一つの阻害要因になっているということは、御理解いただきたいというつ

もりでおりますので。 

○高橋オブザーバー 

 すみません、余計な一言ですけれど。メーカーさんがコストをお考えになると、要するに今ま

でと大して変わらない値段でいい車をお出しになろうとすると、外製率が７割ぐらいですから、

当然手前どものほうにはね返りが来るわけでございます。 

○大聖座長 

部品のほうですね 

○高橋オブザーバー 

 手前どもに難しい御要求が来るわけで、部品価格・コスト問題は、最後に出てくる重要な問題

として出てくるかもしれません。まあ、うちの業界は作れない、あるいは作らないということは

絶対に言わない業界ですが、広範な技術研究を何もかもとなると、こちらの財布は痛む可能性は
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非常に高いというところは、ちょっと頭の片隅に置いておいていただければ。 

○大聖座長 

 ほかによろしいでしょうか。 

 先ほど近久委員、ダウンサイジングの話をされましたけれど、もう軽は一番小さいカテゴリー

なので、直噴ターボというのはありますけれども燃費の改善には役立っていなくて、パワーアッ

プに利用されているだけです。ですから、ここではちょっと議論にならないと思います。 

 それからもう一つは、私はもう少し消費者というのは賢くならなければいけないのではないか

なと思っております。というのは、アメリカでは、値上がりした分、ペイバックタイムがどれだ

けかという検討を中立機関がしているわけです。具体的には、コストアップ要因をシミュレーシ

ョンして、それでコストアップ分を燃費向上効果によって３年から４年で取り戻せるかどうかと

いうことを一つの重要な判断材料にしているわけです。 

 ですから、ちょっと荒っぽい計算しますと、例えばですけれど軽自動車で1キロ走るのに10円

ぐらいかかるわけです。すなわち、リッター16キロメーター走るとすると、今160円ですから1キ

ロ走るのに10円。それが1キロ走るのに9円で済むと、1千キロぐらい走ると1,000円ぐらい得にな

るわけで、1万キロで1万円ぐらい。だから、長く走って軽では損得はどうなりますかね、二、三

十万キロもし走るとすると、二、三十万円プラス、浮いてくるわけです、そういう計算をします

と、やっぱり長く長距離乗るような車種というのは、割と燃費技術を入れてペイバックがあるわ

けです。このような議論はちょっと基準と離れますけれど、そういう消費者の行動に関する意見

を我々は聞く立場にないのですが、確かに後藤委員などの御指摘のように、もう少しコストアッ

プというのは、乗用車の技術からくる量産化によるコストダウンされる技術もありますよね。そ

ういったものが応用できる車種はかなりコストアップが抑えられる一方、トラック派生の固有の

技術というのはなかなか、それだけ開発しても元が取れないし、部品の値段も下がらない。そん

なようなところがありますので、もう少しその辺がブレークダウンできると、わかりやすいなと

いう気がいたします。 

 どうぞ。 

○塩路委員 

 今の、私もちょっとお聞きしようと思っていたんですけれども、関連した質問です。ペイバッ

クタイムが大事ですよね。だから、結局これ車齢が関係しますよね。今、二、三十万キロとかい

う話がありましたけれど、本当にこの車ってそんなに長く走っているんですか、廃車までに。 

○大聖座長 

 そんな走っていないですね。 
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○塩路委員 

 走っていないですよね。だから、そのあたりの情報も、その今の、何を重視するかというのに

非常に大きく関わるんじゃないかなと思って。 

○大聖座長 

 それ、データありますでしょうかね。 

○塩路委員 

 そういうデータあるんでしょうかね。 

○大聖座長 

 はい。実は軽自動車は余り走らないんですね。 

○玉野オブザーバー 

 走行距離はやっぱり、軽は少ないと思います。 

○塩路委員 

 少ないですよね。 

○大聖座長 

 だから多分、イニシャルコストが問題となるわけです。 

○玉野オブザーバー 

 だから、中量車のカテゴリーの車に比べますと、あれはトラック輸送的な用途でしょうから、

そういう意味では距離はかなり違うと思います。 

 それと、先ほどの経済計算ですと、もともと軽って燃費がいいもので、燃費がいい車というの

が１％向上したとしても、なかなか元が取りにくいという逆の面もありますのでね。 

○大聖座長 

 さっき私、10％の燃費改善で計算したのです。 

○玉野オブザーバー 

 どこかで取れるとは思うんですけれど、かなり走らないといかんというケースも多々あるとは

思いますけれどね。そうすると、軽の場合にはそこまで走らないケースが多いと。 

○大聖座長 

 議論が白熱してまいりましたけれど、時間が少なくなってきました。まあリッター当たり30キ

ロ35キロの軽自動車が登場していて数年以内に40キロ走る軽自動車が市場に出てくるという予測

がされていますので、そういう技術の活用を期待したいところです。以上は個人的なコメントで

す。 

 それでは、ちょっと時間も押しておりますので、次に移らせていただきたいと思いますけれど
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も。 

 

議題５ 対象範囲について 

 

○大聖座長 

 議題５になりますけれども、対象範囲について御審議したいと思いますので、どうぞ。 

 

資料５ 対象範囲について（案） 

○畑下課長補佐 

 では、続きまして資料５のほうを御説明させていただきます。 

 まず、トップランナーの対象としまして、対象範囲というのを決めさせていただきます。既に

現行基準で小型貨物につきましては、揮発油又は軽油を燃料とする車両総重量3.5トン以下の貨

物自動車であって、道路運送車両法第75条第1項の型式指定を受けたもの（型式指定自動車）と

いうものが今、対象範囲となっております。 

 特段、今回の基準見直しに当たって、この対象範囲というのは見直す必要はないというふうに

考えておりますので、引き続き同じ対象範囲にしたいと考えております。 

 以上です。 

○大聖座長 

 ありがとうございました。 

 それでは、これに対しまして、御意見なり御質問があればお伺いします。いかがでしょうか。 

 大体御了解いただけるかなと思いますが。 

（異議なし） 

 

議題６ エネルギー消費効率及び測定方法について 

 

○大聖座長 

 それでは、引き続きまして資料６のエネルギー消費効率及び測定方法について、（案）という

ことで、御説明ください 

 

資料６ エネルギー消費効率及び測定方法について（案） 

○畑下課長補佐 
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 では、続きまして資料６でございます。エネルギー消費効率及び測定方法についてです。 

１．エネルギー消費効率について 

 エネルギー消費効率につきましては、現在の判断基準と同じにしたいというふうに考えており

ます。 

 現在の判断基準のエネルギー消費効率につきましては、燃料1リットル当たり走行距離をキロ

メートルであらわした値、いわゆる燃費値、キロメートル・パー・リットルとしております。 

 次期判断基準につきましても、特段変更する理由はないと判断しておりますので、同様な燃費

値を採用したいと考えております。 

２．測定方法について 

 続きまして、測定方法ですけれども、こちらも現行の測定方法を採用したいというふうに考え

ております。現行の判断基準におけるエネルギー消費効率の測定方法につきましては、国土交通

省の定める「自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令に規定する国土交通大臣が告示

で定める方法」に基づきＪＣ０８モード燃費値の算定方法としております。この次期の判断基準

につきましても、同じ測定方法を採用したいと考えております。 

 なお、現在、平成26年3月に国連の場において国際調和された貨物自動車等の排出ガス・燃費

値の測定方法であるＷＬＴＰが策定されたところでございます。 

 今後、ＷＬＴＰが排出ガスの測定方法として国内導入される際には、判断基準におけるエネル

ギー消費効率の測定方法としても活用されることについて、改めて検討することが望ましいと考

えております。 

 こちらのＷＬＴＰにつきましては、資料の一番最後に資料を添付しておりますので、こちらを

御覧いただければと考えております。 

 以上です。 

○大聖座長 

 ありがとうございました。 

 これに関して、御意見や御質問があればお伺いしたいと思います。いかがでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

（異議なし） 

 

議題７ 達成判定方法について 

 

○大聖座長 
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 それでは、その次になりますけれども、達成判定方法について（案） ということで、資料７

で御説明ください。 

 

資料７ 達成判定方法（案）について 

○畑下課長補佐 

１．現行の判断基準について 

 こちらは、国側が判断基準に基づきまして、達成しているかどうか判定する方法でございます。 

 こちらの現行の判断基準につきましては、加重調和平均という方法とっておりまして、排出ガ

ス規制と同様の区分、軽貨物、軽量貨物、中量貨物ごとに設けています。さらに燃料、車両構造、

変速方式及び重量ごとに応じて設けた区分ごとに、最も燃費性能の優れた自動車、トップランナ

ーと言われるものの燃費性能をベースに、目標年度までに想定される技術改善を見込んだ基準を

定めております。 

 このように、区分ごとに基準値を設定しまして、消費者の自動車利用の使途・目的がさまざま

であり、多種多様な車格の自動車に対するニーズが存在することや、自動車の種類によって採用

可能な技術にも差異があること等を踏まえ、あらゆる種類の自動車で燃費改善に向けた最大限の

努力を促すためであります。 

 その上で、各々の区分ごとに燃費値（加重調和平均）が基準値を下回らないようにすることを

求めております。 

 これが今の現行基準の判断基準となっております。 

２．ＣＡＦＥ方式について 

今回、この判断基準につきまして、見直しをしたいなというふうに考えております。既に玉

野さんからも御提案いただきましたＣＡＦＥ方式につきまして、この小型貨物の燃費基準につい

ても採用したいというふうに考えております。 

 ＣＡＦＥ方式につきましては、国交省の盛田補佐からも御説明いただいた資料にもありました

とおり、ＥＵ、米国においては基準値の算定方法に違いはありますが、企業別平均燃費基準方式

（ＣＡＦＥ方式）が採用されております。これは、企業ごとに、出荷台数の加重調和平均燃費値

が企業ごとの販売構成により決定する基準値を下回らないことを求めるものであります。 

 ＣＡＦＥ方式におきましては、メーカーが固有の技術的な特質を生かして、特定の車種や先駆

的技術を選択し、これに集中投資を行うことも、燃費向上を図る上で有効な選択肢として許容す

ることができます。すなわち、メーカーが有意な技術を伸ばすことでそれ以外の領域の技術をカ

バーすることが可能となり、昨今の燃費改善技術の高度化・多様化にも対応した方式と言えるの
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ではないかと考えております。 

 さらに、ＣＡＦＥ方式では、各企業単位での基準達成・未達成という簡素な評価のみが行われ

るため、従来の方式以上に消費者からの企業イメージに直結します。このため、各企業がＣＡＦ

Ｅ値の向上に積極的に取り組み、全体として燃費改善が進む効果も期待されております。 

 なお、ＣＡＦＥ方式は、2020年度乗用自動車燃費基準におきまして、達成判定方式として採用

しております。 

 次のページですけれども、こちらは参考に、乗用自動車の燃費基準を作ったときに使ったグラ

フを参考に付けております。 

３．小型貨物自動車におけるＣＡＦＥ方式の採用について 

 以上を踏まえ、今回の小型貨物自動車の達成判定方式におきましても、企業別平均燃費基準方

式（ＣＡＦＥ方式）を採用することが望ましいと考えております。その際、ＣＡＦＥ方式を採用

する場合は、現行の区分ごとの達成を求める方式と比較して、メーカーの対応がより柔軟になる

ことも踏まえ、ＣＡＦＥ基準値の算出の根拠となる区分ごとの基準値については従来以上に高い

基準を設定することを検討したいと考えております。 

 なお、現在、税制等に活用されています「自動車の燃費性能に関する車体表示」は、一般ユー

ザーにわかりやすい情報提供ができるという利点を持っております。このような観点から、ＣＡ

ＦＥ方式を採用する場合であっても、個々の車両に対して、燃費性能値を引き続き表示すること

とすべきであるというふうに考えております。 

 以上です。 

○大聖座長 

 御説明ありがとうございました。 

 それでは、これに関して何か御意見なり御質問があればお伺いしたいと思います。いかがでし

ょうか。 

 よろしいでしょうか。どうぞ。 

○玉野オブザーバー 

 ＣＡＦＥ方式を御提案いただいて大変ありがたいんですけれども、ちょっと気になる点につい

て一言コメントさせていただければと思うんですけれども。 

 ３番のところの真ん中付近で、「ＣＡＦＥ基準の算出の根拠となる区分ごとの基準値について

は従来以上に高い基準を設定することを検討する」と書かれていますと、何となくＣＡＦＥ加点

がありそうに見えてしまうんですけれども、決してそうではなくて、意図的に上げるということ

ではなくて、トップランナー方式で粛々と区分ごとの基準値を決めていただくという方式は、維
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持いただけるという理解でよろしいですか。 

○大聖座長 

 そういうことだと思います。また、区分ごとに頑張っていただくということですね。 

 どうぞ。 

○福田省エネルギー対策課長 

 ここの意図は、ちょっとまさに３ポツの段落に書いてあるように、現行は区分ごとにそれぞれ、

その中での企業の平均値をとってもらいますけれども、そこで満たしてもらうというものです。

当然、ＣＡＦＥにすると区分ごとに満たしていなくても合格になりますので、ある意味、柔軟に

なって緩くなるということになりますので、ＣＡＦＥにするということは、もちろん利点はある

んだけれども、その緩くなるというところをある程度埋めるだけの高めの目標値というのは求め

られるんではないかというのが、ここに書いてある意味でございます。 

 いや、それは要らんということを皆さんがおっしゃっているのであれば、それはそれで一つの

結論だと思います。 

○塩路委員 

 いや、やっぱり当然それは考慮すべきだと思いますけれどね、私は。ただ、その今言われた、

粛々とやるというのは粛々とやるんだと思いますけれども、ただ、粛々とやったときのその見方

が、ちょっと高めの目標値に偏るということは当然と思います。 

○玉野オブザーバー 

 その確認だけです、すみません。 

 当然、例えば業界が要望するようなレベルというのでも、必ずしもすんなりとそういうふうな

形でおさまるというふうには思っていませんので。当然、技術論として、トップランナーはもう

決まります。あとは技術向上をどう見るかという部分は、先生方の見方と我々の見方だったら変

わってくるとか、そういうことはございますでしょうから、その差で当然高くなるというケース

もあるということは、別にそれを拒否しているつもりはないんですけれども。 

 この表現を見ると、何か特別加点があるみたいなイメージを捉えるんですけれども、そういう

意味ではないということだけ確認させていただきたかったということです。 

 だから、トップランナー方式で、技術向上分を上乗せをしますという方式には変わりはないと

いう理解ですね。 

○福田エネルギー対策課長 

 そうです、はい。ただ、そのときに高めに見る必要があるのではないかと。 

○玉野オブザーバー 
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 すみません、それは先生方の見方と我々の見方で変わってくるということは否定いたしません

ので。 

○大聖座長 

 トップランナーに加えて、燃費改善の伸び代を考えているわけです。前の2020年度の乗用車燃

費基準のときも、リードタイムがあるわけですから必ず燃費の改善があります。それもやはり、

検討した上で頑張っていただくということになると思います。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

（異議なし） 

 

議題８ 表示事項等について 

 

○大聖座長 

 それでは、次の資料８に基づいて、表示事項等について（案）を御説明ください。 

 

資料８ 表示事項等（案）について 

○畑下課長補佐 

 資料８の表示事項等につきまして、御説明いたしたいと思います。 

 表示制度につきましては、自動車ユーザーが自動車を購入する際にエネルギー消費効率に関す

る識別を容易にし、燃費性能の優れた自動車の選択を支援することにより、その普及を促進する

ことを目的するものであります。このため、表示するエネルギー消費効率につきましては見やす

くするとともに、燃費性能に密接に関連する項目等も表示することが適当であると考えています。 

１．表示事項について 

 表示事項につきましては、現行の判断基準における表示事項と同様とすることが適当であると

いうふうに考えております。 

 こちら、イからヌのほうが今記載しております、これは全く現行基準と変わりはございません。 

２．遵守事項について 

 遵守事項につきましてです。遵守事項につきましては、上記の表示事項につきまして、こうい

うふうに表示をしていただきたいというものでございます。 

 現在の基準につきましては、この①と②が遵守事項として挙げられております。 

 ①につきましては、上記１の表示事項の表示は、該当する自動車に関するカタログに記載して
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行うこと。この場合は、エネルギー消費効率は、アンダーラインを引き、活字を大きくし、文字

の色を変える等、特に目立つ方法を用いて表示してください。 

 ②展示に供する自動車には、車名及び型式に加え、エネルギー消費効率を見やすい場所に明瞭

に表示すること、ということが決められています。 

 今回、①及び②につきましては引き続き遵守事項として決めていきたいというふうに考えてお

ります。 

 さらに今回ご提案したいのが、③というものを新たに加えさせていただきたいというふうに考

えております。 

 ③につきましては、次のページに書いてあるとおりなんですけれども、2020年度を目標年度と

する乗用自動車の判断基準において追加されており、小型貨物自動車においても当てはまるもの

であるため、小型貨物自動車の判断基準における遵守事項にも追加することが適当であるという

ふうに考えております。 

 次のページ、③でございます。上記１．トのエネルギー消費効率は、ユーザーの使用環境や運

転方法、整備状況に応じて異なるため、その旨をカタログ及び展示に際して、エネルギー消費効

率とあわせて表示することとなっております。 

 実際の使い方と表示している燃費の差があるということが、かなりユーザーの方から御意見が

多く寄せられておりますので、まずは乗用自動車のほうの表示についてこういった表記をするこ

とにしました。小型貨物も同じようなことは言えると思いますので、同じような表示の遵守事項

について記載をしていただきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○大聖座長 

 ありがとうございます。 

 これは今御説明があったとおり、2020年度の乗用車の燃費基準と同じような表記ということで

一貫性を持たせたいということでございます。 

 よろしゅうございましょうか。 

（異議なし） 

 

議題９ 第２回審議における主な論点等について 

 

○大聖座長 

 それでは、その次の審議ですけれども、資料９の、第２回審議における主な論点等について
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（案）ということで、御説明ください。 

 

資料９ 第２回審議における主な論点等について（案） 

○畑下課長補佐 

１．区分について 

 今回、対象範囲やエネルギー消費効率、測定方法、表示事項等について御審議いただきました

ので、その対象範囲の中からどう区分を設けていくのかというのを次回議論していただきたいと

いうふうに考えております。 

 現在、判断基準では、自動車の種別、変速方式、構造、燃料及び車両重量によって全77の区分

ごとに基準値を設定しておりますが、燃費・排出ガス性能や市場でのシェア等を勘案し、現在の

区分を見直す必要がないか検討していきたいというふうに考えております。 

２．燃費基準値・目標年度について 

 区分ごとに応じた燃費の基準値と、目標年度につきましても検討していきたいというふうに考

えております。 

 次期判断基準の策定に当たりましては、今後どのような燃費向上技術がどの程度普及するかを

適切に評価した上で、可能な限り高い基準となるよう、これらの評価結果を適切に反映したいと

考えております。 

 目標年度につきましては、燃費改善に向けた開発のための期間を十分に確保する観点から、小

型貨物自動車のモデルチェンジのサイクルを考慮して、適切な期間を設定したいと考えておりま

す。 

３．今後のスケジュール（案）について 

 既に各委員の方々のスケジュールを御確認させていただきましたところ、直近で6月27日金曜

日にスケジュールがあいていましたので、こちらで第２回合同会議を開きたいというふうに考え

ております。 

 まずここで開きましたら、その取りまとめ案というのを、あと御審議いただきまして、その内

容を7月～9月にかけてパブリックコメント、こちらはルールとして30日以上かけることになって

おります。また、あわせてＷＴＯのＴＢＴ通報というのを60日間行う予定でいます。これは同時

並行に行いまして、最終的にそれらの結果、取りまとめ案がもし大幅な修正が入った場合は、10

月頃にもう一回この合同会議を開きまして、修正案について御審議いただきたいと考えておりま

す。もし大幅な修正がなかった場合は、合同会議は開催しないで、委員長一任で進めていきたい

なというふうに考えております。 
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 以上です。 

○大聖座長 

 いかがでしょうか。御意見いただければと思います。 

 どうぞ。 

○草鹿委員 

 ２番の燃費基準値の目標年度の達成に関してですが、具体的な値についてです。これが１の区

分にもよりますが、玉野さんのほうから御報告があったのは全社の平均的な資料となります。車

格で軽貨物、中量貨物、燃費方式でガソリンとディーゼルとあって、対応する技術と、それから

そこに対する普及率というか、導入のしやすさというのが、簡単に考えても２×２通りで、各

社の得意分野を考慮すると変わってくることが考えられます。 

 もう少し個別の情報がないと、判断しづらい部分がありますが、どのように進めていくように

お考えでしょうか。 

○大聖座長 

 これ以上細かい情報の開示が可能かということも含めた議論になるかと思いますけれども。 

○畑下課長補佐 

 先ほど、パワーポイントの8ページ目のような、これよりもっと細かいデータということです

か。 

○草鹿委員 

 そうです。そこに、もう少し詳細なデータが出てくると、議論しやすい印象を受けました。た

だ、これはやはり厳しいでしょうか。 

○玉野オブザーバー 

 よろしいですか。私から申し上げるのは変かもしれませんけれど、自工会の中ではなかなか集

約が難しいということは申し上げたんですけれど、個社ヒアリングはされていると認識しており

ます。弊社もありましたので。個社の情報というのは詳細に、３省庁さんはお持ちだというふう

に認識しております。ですから今、草鹿先生がおっしゃったように、こういうざっくりとした数

値よりももっと細かい数字は、３省庁さんはお持ちではないかというふうには認識しております

けれども。 

○草鹿委員 

 なるほど。では、適宜必要であれば参照しにいくということですね。 

○畑下課長補佐 

 そのデータは持っていますけれども、こういう審議会の場でオープンにすることは、なかなか
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難しいと思います。 

○草鹿委員 

 了解しました。 

○福田省エネルギー対策課長 

 具体的なやり方はこれから考えますけれども、前回乗用車のときにも、それまでの区分ごとの

ほうからＣＡＦＥに移行するということをやりましたので、事前の説明のときになるのか、それ

とも審議会の資料になるのか、ちょっとそこは工夫しますけれども、少なくとも委員の皆様に御

了解いただかないとその基準で了解はされませんので、十分納得いただけるような材料は提供し

たいと思います。 

○草鹿委員 

 あるいは、それを考慮できる可能性はあるということで、了解しました。 

○大聖座長 

 それに関連して、盛田さんのほうから資料３で御説明いただいた平均値と基準値との比較です

けれど、これもう少し詳しい個別のデータはもちろんあるわけですから、それがどういう車種な

のか、それらの分散がわかるといいと思います。そうしないと本当にこの平均値を下回っている

ものと、達成しているものがどういう分布になっているかというのは、ちょっとわかりにくいで

すね。もう少しプロットを増やしていただくと、わかりやすくなると思います。全体としてどれ

ぐらいのばらつきがあるとか、それが車種によってどうなのかとうことです。 

○玉野オブザーバー 

 当然、トップランナー方式ですから、今回はデータがプロットされていませんけれども、これ

にトップランナーのプロットが入ってまいると思いますし、これに例えば台数のウエートづけも、

平均値に対してどういう台数がどこにあるのかというあたりはデータはありますので、それはわ

かりやすくお示しすることはできると思います。 

○大聖座長 

 これまでもそういう分散のデータがありましたので、ぜひお願いしたいと思います。乗用車の

ように星ほどないかもしれませんけれどもね。ぜひそれも参考にさせていただきたいと思います。 

 どうぞ。 

○塩路委員 

 私も同じことなんですけれど、ここのトップランナーの値、ただ、それのちょっと時間的な変

化は難しいんですかね。どういうふうに伸びてきたかというようなね。どういう資料を次回に示

していただけるのかなというのが気になったんですけれど。 
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 ちょっとそれはともかくとして、今、大聖先生が注目されているこの平均値と達成の点ですけ

れども、平均、基準値と。その全部、点数勘定したら41点なんですよね、さっきの私の。これ、

77区分あるわけでしょう。結局その差は、ないんじゃないかなと思います。要するにここでちょ

っとはっきりさせておく必要のあるのは、この区分についてですが、次回の最初から何もなしで

議論し出したら、ちょっと困るなと思うので。結局この区分だけは今のうちに、ある程度の見通

しというか、同じようにすることを念頭に置いて言われているのか、それともちょっと変えるこ

とを考えられているのか、その辺りだけはお聞かせいただきたいんですが。 

○畑下課長補佐 

 トップランナーの原則に基づき区分をなるべく少なくしていきたいなと考えています。 

 メーカーの方のフレキシブルな開発に対応していきたいなというふうに考えておりますので、

現在は77ありますけれども、もう少し簡素化をしていきたいなと考えております。簡素化の観点

は、まずその基準年度である2012年度の出荷した車両のエネルギー消費効率をそれぞれプロット

しまして、そういった大くくり化できるところは大くくり化していきたいという観点から、なる

べく区分は少なくしていきたいなというふうに考えてはいます。 

○大聖座長 

 どうぞ。 

○竹岡委員 

 今の区分もそうなんですけれど、この燃費基準値などを出すに当たり、カテゴリーごとの使用

年数とか、あと基準値や平均値の下がり方みたいな大体の目安ベースみたいなものがあると、も

うちょっと出しやすいかなと思いました。 

 あと、これはここで言うべきことじゃないかもしれないんですが、先ほどあった表示のお話な

んですけれども、ＪＣ０８モードってやっぱりＪＣ０８モードじゃないですか。ユーザーの立場

からすれば燃費なんて走り方で全然変わってしまうので、例えば超最悪燃費悪い運転したときは

どれぐらい、というような数値、超最悪燃費ＪＣ０８モードみたいな基準と、超最高燃費ＪＣ０

８モードみないな基準があって、何々から何々というふうに幅を持たせて出すと、多分もう少し

ユーザーとしてはカタログ燃費との乖離性が少ないというふうに実感してもらえるんじゃないか

なというふうにちょっと思いました。 

○大聖座長 

 これは自動車の燃費全体に関わる問題です、小型貨物だけの問題ではないのですね。 

 ただ、私見ですけれども、今度採用されるＷＬＴＰになると、４つのブロックの走り方があり

ます。そうすると、そのブロックごとに燃費が出ますので、市街地走行だとか高速走行だとかい
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ったものの表示が可能になるわけです。アメリカではもっと消費者のためにいろんな走り方に対

する燃費の表示がありますので、購入の際の選択の判断材料になっているわけです。そういうこ

とは、将来的には重要だと思います。 

 どうぞ。 

○玉野オブザーバー 

 一言よろしいでしょうか。今御指摘のあった、実際に皆さんが使われたときの燃費と表示燃費

の乖離といいますか、その差に対してはお客様から多くの御意見というか苦情をいただいている

ということもありまして、どういう走り方をすればどの程度の影響があるかというのは自工会と

して小冊子をまとめて、販売現場等でお客様にも御説明に使っていただくようにとかいうような

ことを使っておりますけれど、まだまだなかなか浸透していない部分がございますでしょうけれ

ども、自動車業界としてはお客様への説明、そういうことはきちんと行っていかなければならな

いなというふうには思っておりますので、そういう努力は今後も続けていきたいなと。 

 国としても表示燃費のあり方というのは、いろんな面からまたいろいろ検討されると思うんで

すけれども、燃費基準値はやっぱり代表的な使用条件で、一つの値に決めていただかないとなか

なかバンドで示される値で規制基準の判定というのはなかなか難しいかと思いますので、そこは

そういう意味では代表値としての割り切りが必要なのかなというふうには考えておりますけれど。 

○竹岡委員 

 規制基準値としてはそうかもしれないんですけれども、せっかく基準値を出すならば、ユーザ

ーの心に響くように表示していかないと、結局買い替えが進んでいかないので、幾ら燃費が良い

車を作っても、全体で見た場合の環境が良くなっていかないと思うんですね。 

 だから、購買意欲をあおるじゃないですけれど、買い替えればこれだけ燃費が良くなって、こ

れだけ自分にこうはね返ってくるというのを、先ほど大聖先生もおっしゃっていましたけれど、

ユーザーにもっとわからせてあげるようにしないと、なかなか難しいのかなというふうに思いま

した。 

○大聖座長 

 これは、審議の最後に、今後の検討課題いうようなことに含めさせていただければと思います。 

 いろいろ活発な御意見いただきまして、ありがとうございました。 

 議題の１から９についてご審議いただきましたので、大体議論は尽きたかなと思いますので、

事務局のほうでは本日の御意見をいろいろ踏まえて、第２回に向けた作業に取りかかっていただ

きたいと思っております。 

 



 49

議題１０ その他 

 

○大聖座長 

 最後に事務局のほうから、今後の進め方について御説明をお願いしたいと思います。 

○畑下課長補佐 

 本日はお忙しい中、活発な御審議いただきまして、誠にありがとうございます。 

 今後のスケジュールですけれども、本日いただきました御意見等を踏まえまして、６月下旬に

第２回合同会議を開催し、そこで区分、燃費基準値、目標年度、取りまとめ案につきまして御了

承いただければ、事務局でパブリックコメントのプロセスを経て、告示等の改正作業に入ってい

きたいと考えております。 

 もう既に皆様から調整させていただいたとおり、6月27日金曜日の午後3時から5時の開催を考

えております。改めて場所等につきましては、事務局のほうからまた御連絡させていただきます。 

 以上です。 

 

３．閉会 

 

○大聖座長 

 それでは、これで閉会といたします。ありがとうございました。 

－了－ 


